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様式第３号（第１３条関係） 

 

会議録 

会議の名称 令和８年第１回教育委員会臨時会 

開催日時 
令和８年２月１９日（木） 

開会時刻午前１０時００分 閉会時刻午前１０時２５分 

開催場所 朝霞市役所 ４０１会議室 

出席者の職・氏名 別紙のとおり 

欠席者の職・氏名 別紙のとおり 

議題 

 

 

別紙のとおり 

会議資料 別紙のとおり 

会議録の作成方針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 出席者全員による確認 

 

傍聴者の数 ０人 

その他の必要事項 一部非公開 

 

 



  

令和８年第１回 

教育委員会臨時会 

令和８年２月１９日（木） 

午前１０時００分から 

午前１０時２５分まで 

朝霞市役所４０１会議室 

１  開 会 宣 言 

２  会議録署名委員の指名 

３  議 案 の 審 議 

４  そ の 他 

５  閉 会 宣 言                             

 

出席者 

    教 育 委 員 会 教 育 長                             二 見 隆 久 

  教育委員会教育長職務代理者                             平 木 倫 子 

  教 育 委 員 会 委 員                             髙 橋 松 久 

  教 育 委 員 会 委 員                             森 島 史 枝 

  教 育 委 員 会 委 員                             上 野 正 道 

説明のための出席者 

  学 校 教 育 部 長                             福 士 昌 三 

  学校教育部次長兼教育総務課長                             関 口 豊 樹 

  教 育 管 理 課 長                             横 瀬 修 克 

  学 校 給 食 課 長                             星 加 敏 昭 

    文 化 財 課 長                             藤 原 真 吾 

  中 央 公 民 館 長                             大 瀧 一 彦   

  図 書 館 長                             増 田   潔   

  生涯学習・スポーツ課長補佐               高 橋  安希子 

  教 育 総 務 課 学 校 施 設 係 長               佐 賀 伸 也 

事務局                                 

  教育総務課主幹兼課長補佐               河 本 幸 雄 

  教 育 総 務 課 教 育 総 務 係 長                             佐 藤   卓 

  教育総務課教育総務係主任                             馬見塚 由 子     

欠席者   

  生 涯 学 習 部 長                             奥 山 雄三郎 

  生涯学習部次長兼生涯学習・スポーツ課長                堀 川 政 昭 

  教 育 指 導 課 長                             手 島 牧 子               



  

（会議議題） 

◎ 提出議案 

議案第２０号 朝霞市学校施設長寿命化計画（第２期）の決定について 

議案第２１号 朝霞市立小・中学校職員の人事の内申について 

 

（資料一覧） 

令和８年第１回教育委員会臨時会日程 

朝霞市学校施設長寿命化計画（第２期）の決定について 

朝霞市立小・中学校職員の人事の内申について 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

◎１ 開会宣言 

○二見教育長 

ただいまから令和８年第１回朝霞市教育委員会臨時会を開きます。 

 

◎２ 会議録署名委員の指名 

○二見教育長 

初めに、会議録署名委員の指名を行います。 

本日開催の会議における会議録の署名につきましては、森島委員にお願いしたいと存じます。 

次に、本日の議事でございますが、提出議案が２件でございます。 

なお、本日の議案につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第６項に

該当する者はございませんでした。 

さて、ここで議事を非公開とすることについて発議させていただきます。 

議案第２１号「朝霞市立小・中学校職員の人事の内申について」につきましては、人事に関す

る案件でございますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項に基づき、

会議を非公開とすることを御提案します。 

なお、会議を非公開にするには、非公開の発議を出席者の３分の２以上の多数で議決した場合

でございます。 

これより、採決いたします。 

議案第２１号につきまして、議事を非公開とすることに賛成の者の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

挙手総員です。 

よって、議案第２１号につきましては、議事の最後に非公開で行うことに決します。 

 

◎３ 議案の審議 議案第２０号 朝霞市学校施設長寿命化計画（第２期）の決定について 

〇二見教育長 

それでは、議案の審議に入ります。 

議案第２０号「朝霞市学校施設長寿命化計画（第２期）の決定について」を議題とします。提

案理由の説明をお願いします。 

学校教育部長。 

○説明員・福士学校教育部長 
議案第２０号の提案理由の説明を申し上げます。 

本議案は、朝霞市学校施設長寿命化計画（第２期）について議決を求めるものでございます。 
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策定の経緯でございますが、令和２年３月に策定した「朝霞市学校施設長寿命化基本方針」

と、令和３年２月に策定された「朝霞市公共施設等マネジメント実施計画」を合わせて、「朝霞市

学校施設長寿命化計画」と位置づけておりましたが、学校施設の改築や改修等についての具体的

な実施方針、実施計画を個別に位置づけるものとして、本計画を策定するものでございます。 

策定までの経過でございますが、令和６年度より教育委員会内及び庁内検討委員会による検討を

重ね、計画素案につきまして昨年１１月１２日の庁議で承認され、１１月１４日の教育委員会にお

いて報告ののち、１１月１８日の全員協議会において市議会議員に対して説明を行ったところでご

ざいます。その後、１１月２０日木曜日から１２月２２日月曜日までの期間に市民コメントを実施

し、また、同じ期間に庁内への職員コメントを実施いたしました。 

それらで提出されたご意見への対応を検討し、その結果を踏まえて計画素案の一部を変更し、計

画案を策定し、令和８年２月１０日の庁議で決定されたものでございます。 

次に、計画の概要につきましてご説明いたします。 

資料１「朝霞市学校施設長寿命化計画（第２期）（案）」の４ページをご覧ください。 

まず、「４ 本計画の期間」でございますが、第６次朝霞市総合計画に合わせ、第２期の計画期

間は、令和８年度から令和１７年度までの１０年間としております。 

次に、その下「５ 対象施設」でございますが、校舎、屋内運動場、プール施設でございま

す。 

なお、給食調理設備を除く自校給食施設並びに校舎内にある放課後児童クラブや防災倉庫につ

きましては、校舎と一体の改修等が想定されるため、本計画の対象施設としています。 
続きまして、２１ページをご覧ください。 

老朽化状況の総評と、改築を行う学校につきまして整理しています。 

１点目「構造躯体の健全性評価」におきましては、朝霞第二中学校の一部の校舎についてコン

クリート圧縮強度が長寿命化対象施設の判定値である１３．５ニュートンを下回っており、「改

築」と判定しています。 

この朝霞第二中学校の一部の校舎でございますが、コンクリート圧縮強度の低い建物がただち

に危険ではなく、過去に耐震補強工事も適切に実施し、外壁や屋上防水の改修工事も適宜実施し

ており、建物の安全性を確保しております。 

そして、朝霞第一小学校、朝霞第二小学校、朝霞第三小学校につきましては築年数が６０年を

超える建物を保有していることから、「改築」と判定しております。 
続きまして、計画書の３１ページをご覧ください。 

「改築」と判定した４校についての優先度を検討しております。 

各学校の建物の「築年数」や、建物の劣化状況等の「健全度」により判定した結果、「改築」を

行う学校の優先順位につきましては、朝霞第二中学校、朝霞第二小学校、朝霞第一小学校、朝霞

第三小学校の順に実施することとしております。 

続きまして、計画書３４ページをご覧ください。 
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改築以外の長寿命化改修を行う学校の優先度でございます。 

建物の劣化状況等の健全度により判定した結果、長寿命化改修を行う学校の優先順位につきま

しては、朝霞第三中学校、朝霞第四中学校、朝霞第七小学校、朝霞第八小学校の順で着手するこ

とといたしました。 

次に、資料の３９ページをご覧ください。 

  先ほどの改築や長寿命化の優先度を踏まえ、令和８年度から令和１７年度までの実施計画を作

成いたしました。 

  優先順位１位の朝霞第二小学校の改築事業は令和１０年度より、改築に係る国庫補助金を受け

られるか否かを判定する耐力度調査及び改築校舎の配置や日常の学校活動への影響を最小限とす

るための工事計画などの改築基本計画を２年かけて検討していきたいと考えております。 

その後、基本設計と実施設計で２年、改築工事と既存校舎の解体工事で４年、合計８年間の事

業を見込んでおります。 
また、優先順位２位の朝霞第二小学校の改築事業は令和１４年度頃から、優先順位３位の朝霞

第一小学校は令和１７年度頃から、優先順位４位の朝霞第三小学校は令和２１年度頃から改築事

業に着手することを考えております。 

次に「長寿命化改修」でございますが、優先順位１位の朝霞第三中学校は、令和９年度に劣化

度調査、令和１０年度に基本・実施設計、令和１１年度から令和１３年度の３年間で改修工事

と、合計５年間の事業を見込んでおります。 

また、優先順位２位の朝霞第四中学校は令和１６年度から、優先順位３位の朝霞第七小学校は

令和２０年度から、優先順位４位の朝霞第八小学校は令和２３年度頃からの事業着手を考えてお

ります。 

最後に大規模改修でございますが、現在実施中の朝霞第十小学校の次は、令和１２年度から朝

霞第一中学校、令和１４年度から朝霞第四小学校の大規模改修事業に着手することを考えており

ます。 

  なお、この実施計画でございますが、計画期間の中間期であります令和１２年度に見直しを図

る予定でございます。 

また、財政状況や劣化状況のほか、上位計画の改訂や将来的な施設の方向性の検討結果等に応

じて見直しを行ってまいりたいと考えております。 

説明は以上でございます。 

よろしくご審議の上、ご承認くださるようお願い申し上げます。 

○二見教育長 

それでは、本議案についての質疑をお願いします。 

平木教育長職務代理者。 

〇平木教育長職務代理者 

  ３０ページの「施設整備の考え方」の最後の方ですが、「公民連携手法」ということで「デザイン・
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ビルド方式」、「リース方式」、「ＰＦＩ方式」とありますが、このような手法で学校の改築などを行っている例

というのはあるのでしょうか。 

○二見教育長 

  佐賀係長。 

○説明員・佐賀教育総務課学校施設係長 

  例えば、さいたま市の小中一貫校の建設ですとか、越谷市等でＰＦＩ方式を導入している例がござ

います。 

〇平木教育長職務代理者 

  そういったことを今後研究して、取り入れていくかもしれないということですか。 

○二見教育長 

  佐賀係長。 

○説明員・佐賀教育総務課学校施設係長 

  詳細につきましては、学校の改築基本計画の中で施設の規模が出てくると思いますので、その

時代に合った発注方式の方を検討していくということで考えております。 

○二見教育長 

  ほかにございますか。 

  森島委員。 

○森島委員 

  先ほど、パブリックコメントを実施して変更したと伺いましたが、具体的にどういった意見が

あったのか教えてください。 

○二見教育長 

  佐賀係長。 

○説明員・佐賀教育総務課学校施設係長 

  市民コメント及び職員コメントの結果でございますが、市民コメントの方は４名から１０件の

意見がございました。意見の内容としましては、例えば断熱ですとか、施設の考え方の細かい部

分になりまして、計画の修正に至る意見についてはございませんでした。 

  職員コメントの方につきましては、２名から１０件の意見がございまして、その中で１件ほど

修正した部分がございます。コンクリートの品質の記述がございまして、資料の２７ページでご

ざいます。「学校施設の長寿命化」の（２）で「目標使用年数と改修周期の設定」というのがござ

います。素案の段階では、（ア）の目標使用年数にコンクリートの「高品質」や「普通品質」とい

う記述がございまして、「分かりにくい」という意見がございましたので、今の計画の案の中で

は、「高品質」、「普通品質」という記述は除きまして、本計画の上位計画であります公共施設等総

合管理計画の目標使用年数であります、「鉄筋コンクリート造８０年、鉄骨造７０年」という形に

表記を修正したところでございます。 
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○二見教育長 

そのほかにございますか。 

質疑がなければ、質疑を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第２０号を原案のとおり可決することに賛成の者の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

挙手総員です。 

よって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

                                             

◎４ その他  

○二見教育長 

次に、その他として事務局又は委員の皆様から何かございますか。 

ないようですので、その他を終了します。 

この際、暫時休憩といたします。これからの会議を非公開といたします。関係説明員以外の方

の退席を求めます。 

                                              

暫時休憩 

                                              

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条７項ただし書の規定により非公開】 

◎３ 議案の審議 議案第２１号 朝霞市立小・中学校職員の人事の内申について 

                                             

◎５ 閉会宣言 

○二見教育長 

ここで、会議の非公開を解きます。  

以上で、本日の議事は全て終わりました。 

これをもちまして、令和８年第１回朝霞市教育委員会臨時会を終わります。 

 

 


